
 

 

 
 
 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
選
挙
管
理
委
員
会
規
程 

 

（
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
選
挙
管
理
委
員
会
規
程
第
一
号
） 

改
正 

平
成
一
九
年
七
月
一
九
日
規
程
第
五
号 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
委
員
長
の
選
挙
） 

第
二
条 

委
員
長
の
選
挙
は
、
無
記
名
投
票
で
こ
れ
を
行
い
、
有
効
投
票
の
最
多
数
を
得
た
者
を
も
っ
て
当
選
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
得
票
数
が
同

じ
で
あ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
く
じ
で
当
選
人
を
定
め
る
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
中
に
異
議
が
な
い
と
き
は
、
前
項
の
選
挙
に
代
え
て
指
名
推
選
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

委
員
の
全
員
の
同
意
が
あ
っ
た
被
指
名
人
を
も
っ
て
当
選
人
と
す
る
。 

３ 

委
員
長
が
選
挙
さ
れ
た
と
き
は
、
委
員
会
は
、
そ
の
住
所
及
び
氏
名
を
告
示
し
、
併
せ
て
広
域
連
合
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
長
の
臨
時
職
務
代
理
） 

第
三
条 

委
員
の
全
員
改
選
後
最
初
に
委
員
長
が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
年
長
の
委
員
が
臨
時
に
委
員
長
の
職
務
を
行
う
。 

（
委
員
長
の
任
期
） 

第
四
条 

委
員
長
の
任
期
は
、
委
員
の
任
期
に
よ
る
。 

（
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
の
選
挙
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
委
員
長
の
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
長
職
務
代
理
者
の
指
定
） 



 

 

第
六
条 

委
員
長
は
、
法
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
委
員
（
以
下
「
委
員
長
職
務
代
理
者
」

と
い
う
。
）
を
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
等
の
退
職
の
手
続
） 

第
七
条 
委
員
長
が
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
職
務
代
理
者
に
そ
の
旨
を
文
書
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
が
退
職
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
長
に
そ
の
旨
を
文
書
で
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
長
及
び
委
員
の
氏
名
等
の
告
示
） 

第
八
条 

委
員
会
は
、
委
員
長
若
し
く
は
委
員
長
職
務
代
理
者
又
は
委
員
に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
及
び

氏
名
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
等
の
異
動
通
知
） 

第
九
条 

前
条
の
告
示
を
し
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
広
域
連
合
議
会
議
長
及
び
広
域
連
合
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
会
の
招
集
） 

第
十
条 

委
員
会
の
招
集
は
、
委
員
長
の
委
員
に
対
す
る
告
知
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。 

２ 

前
項
の
告
知
に
は
、
招
集
の
日
時
、
場
所
及
び
議
題
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

委
員
会
の
開
会
中
に
急
施
を
要
す
る
事
件
が
あ
る
と
き
は
、前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、直
ち
に
こ
れ
を
会
議
に
付
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
委
員
が
委
員
会
の
招
集
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
会
議

に
付
議
す
べ
き
事
件
及
び
そ
の
理
由
を
付
記
し
た
文
書
を
、
委
員
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

委
員
の
改
選
後
に
初
め
て
委
員
会
を
招
集
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
書
記
長
が
招
集
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
欠
席
の
手
続
） 

第
十
一
条 

委
員
は
、
委
員
会
に
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
説
明
の
聴
取
） 

第
十
二
条 

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
関
係
職
員
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
説
明
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
会
議
録
の
調
製
） 



 

 

第
十
三
条 

委
員
長
は
、
書
記
を
し
て
会
議
録
を
調
製
し
、
会
議
の
次
第
及
び
出
席
委
員
の
氏
名
を
記
載
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
会
議
録
に
は
、
会
議
に
出
席
し
た
委
員
は
全
員
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
事
の
手
続
） 

第
十
四
条 
委
員
会
の
開
閉
、
議
案
の
審
議
、
議
決
等
委
員
会
の
議
事
に
関
し
て
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
会
議
規
則
（
平
成

十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
議
会
規
則
第
一
号
）
の
例
に
よ
る
。 

（
委
員
長
の
担
任
事
務
） 

第
十
五
条 

委
員
長
の
担
任
す
る
事
務
は
、
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

委
員
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
。 

二 

委
員
会
の
議
決
を
執
行
す
る
こ
と
。 

三 

公
印
及
び
書
類
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

職
員
の
任
免
、
給
与
及
び
服
務
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

委
員
会
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
委
員
長
の
専
決
処
分
） 

第
十
六
条 

委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
件
で
、
そ
の
議
決
に
よ
り
特
に
指
定
し
た
も
の
は
、
委
員
長
に
お
い
て
専
決
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
処
分
を
し
た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
次
の
会
議
に
お
い
て
こ
れ
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
） 

第
十
七
条 

委
員
会
に
書
記
長
及
び
書
記
を
置
く
。 

（
執
務
） 

第
十
八
条 

書
記
長
は
、
委
員
長
の
命
を
受
け
、
委
員
会
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
、
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。 

２ 

書
記
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
。 

（
書
記
長
の
専
決
事
項
） 

第
十
九
条 

書
記
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
専
決
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
異
例
に
属
す
る
事
項
及
び
特
に
必
要
と
認
め
る
事
項
は
、



 

 

委
員
長
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

委
員
会
の
議
決
に
係
る
関
係
書
類
の
報
告
及
び
告
示
に
関
す
る
こ
と
。 

二 
軽
易
な
文
書
の
照
会
及
び
回
答
に
関
す
る
こ
と
。 

三 
文
書
の
編
さ
ん
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

職
員
の
事
務
分
担
に
関
す
る
こ
と
。 

五 

職
員
の
出
張
、
時
間
外
勤
務
、
有
給
休
暇
そ
の
他
服
務
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ

く
行
政
文
書
の
開
示
に
関
す
る
こ
と
。 

七 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
条
例
第
二
十
号
）
の
規
定
に

基
づ
く
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
等
に
関
す
る
こ
と
。 

八 

前
各
号
の
ほ
か
軽
易
な
事
務
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

（
告
示
の
方
法
） 

第
二
十
条 

委
員
会
及
び
委
員
長
の
告
示
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
公
告
式
条
例
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
条
例
第
二
号
）
の
例
に
よ
る
。 

（
公
印
） 

第
二
十
一
条 

委
員
会
の
公
印
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

公
印
の
調
製
、
保
管
及
び
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
公
印
規
則
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
規
則
第
五
号
）
の
例
に
よ
る
。 

（
文
書
等
の
管
理
） 

第
二
十
二
条 

文
書
等
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
文
書
取
扱
規
程
（
平
成
十
九
年
青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
規
程
第
二
号
）
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

一
般
文
書
に
係
る
文
書
記
号
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 



 

 

 
 
 

青
後
広
選
第 

号 

附 

則 
こ
の
規
程
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 
則
（
平
成
十
九
年
規
程
第
第
五
号
） 

 

こ
の
規
程
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
（
第
二
十
一
条
関
係
） 

   

広
域
連
合
選
挙
管

理
委
員
会
委
員
長

印 

 

広
域
連
合
選
挙
管

理
委
員
会
印 

公
印
の
名
称 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
之
印 

青
森
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
選
挙
管
理
委
員
会
之
印 

字
句 

正
方
形 

正
方
形 

形
状 

二
十
一 

二
十
一 

寸
法 

（
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
） 

一 一 個
数 

一
般
公
文
書 

一
般
公
文
書 

使
用
区
分 

選
挙
管
理
委
員
会

書
記
長 

選
挙
管
理
委
員
会

書
記
長 

保
管
責
任
者 


